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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複写処理における複数の倍率値に関するガイダンスを音声出力する情報処理装置であっ
て、
　前記複数の倍率値のそれぞれに対応した複数のガイダンスであって、各々のガイダンス
が、原稿の用紙サイズと出力する用紙の用紙サイズとを指定する情報のセットを複数含む
複数のガイダンスを保持する保持手段と、
　前記情報処理装置によって複写処理の対象となっている原稿の用紙サイズの情報を取得
する第１の取得手段と、
　ユーザによる前記複数の倍率値の一つを指定する操作に応じて、前記保持手段に保持さ
れた前記複数のガイダンスの中から、指定された倍率値に対応するガイダンスを取得する
第２の取得手段と、
　前記第２の取得手段が取得したガイダンスの中から、前記第１の取得手段が取得した原
稿の用紙サイズの情報に合致した原稿の用紙サイズと出力する用紙の用紙サイズとを指定
する情報のセットを抽出して音声出力すべきガイダンスを生成する生成手段と、
　前記生成手段が生成したガイダンスを音声出力する出力手段とを備えることを特徴とす
る情報処理装置。
【請求項２】
　複写処理における複数の倍率値に関するガイダンスを音声出力する情報処理装置であっ
て、前記複数の倍率値のそれぞれに対応した複数のガイダンスであって、各々のガイダン
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スが、原稿の用紙サイズと出力する用紙の用紙サイズとを指定する情報のセットを複数含
む複数のガイダンスを保持する保持手段を備える情報処理装置の制御方法であって、
　第１の取得手段が、前記情報処理装置によって複写処理の対象となっている原稿の用紙
サイズの情報を取得する第１の取得工程と、
　第２の取得手段が、ユーザによる前記複数の倍率値の一つを指定する操作に応じて、前
記保持手段に保持された複数のガイダンスの中から、指定された倍率値に対応するガイダ
ンスを取得する第２の取得工程と、
　生成手段が、前記第２の取得工程で取得したガイダンスの中から、前記第１の取得工程
で取得した原稿の用紙サイズの情報に合致した原稿の用紙サイズと出力する用紙の用紙サ
イズとを指定する情報のセットを抽出して音声出力すべきガイダンスを生成する生成工程
と、
　出力手段が、前記生成工程で生成したガイダンスを音声出力する出力工程とを有するこ
とを特徴とする制御方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項４】
　請求項３に記載のプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は音声出力機能を有する情報処理装置に関し、特に、音声出力を用いたユーザイ
ンターフェースに好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　音声出力を用いたユーザインターフェース（音声ＵＩ）では、ユーザに機器の設定状態
を知らせたり、ユーザに次の操作を促すために、メッセージやガイダンスが音声出力され
る。しかしながら、このような音声ＵＩにおいて、音声出力にかかる時間が長いと、ユー
ザがこれを聞かなければならない時間が増大し、かえって使い勝手に支障をきたしてしま
うことがある。
【０００３】
　音声メッセージの出力を制限する技術として、特許文献１では、警告などの音声メッセ
ージの発声を、そのエラー状態の発生頻度に応じて制限する構成が開示されている。特許
文献２では、ファクシミリなどの装置において、複数の設定パラメータのうち、予め定め
る基準設定値から設定値の変更があったものについてのみ、その設定値を音声出力する構
成が開示されている。
【特許文献１】特開平９－１１４４８０号公報
【特許文献２】特開２００３－１０８１８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１も特許文献２も、音声出力が行われる時間を短縮するための一つの方法では
ある。しかしながら、特許文献１は警告メッセージの出力のオン、オフを制御するのみで
あり、これをユーザインターフェースの音声ガイダンスに適用しても、ある設定項目或い
は設定値に関して音声ガイダンスを行うか否かが制御されるに過ぎない。また、特許文献
２は、変更のあった設定値を読み上げるのみであり、これから設定しようとする設定項目
や設定値に関する音声ガイダンスを扱うものではない。
【０００５】
　すなわち、特許文献１も２も、ある設定項目や設定値を説明するための音声ガイダンス
に関して、音声ガイダンスとしての機能を満足させながら、その出力時間を減少させると
いう課題、構成について示すものではない。
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【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、装置の設定に係る音声ガイダンスの出力内
容を適正化し、音声出力時間を短縮することを可能とし、操作性のよいユーザインターフ
ェースを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するための本発明の一態様による情報処理装置は以下の構成を備える
。すなわち、
　複写処理における複数の倍率値に関するガイダンスを音声出力する情報処理装置であっ
て、
　前記複数の倍率値のそれぞれに対応した複数のガイダンスであって、各々のガイダンス
が、原稿の用紙サイズと出力する用紙の用紙サイズとを指定する情報のセットを複数含む
複数のガイダンスを保持する保持手段と、
　前記情報処理装置によって複写処理の対象となっている原稿の用紙サイズの情報を取得
する第１の取得手段と、
　ユーザによる前記複数の倍率値の一つを指定する操作に応じて、前記保持手段に保持さ
れた前記複数のガイダンスの中から、指定された倍率値に対応するガイダンスを取得する
第２の取得手段と、
　前記第２の取得手段が取得したガイダンスの中から、前記第１の取得手段が取得した原
稿の用紙サイズの情報に合致した原稿の用紙サイズと出力する用紙の用紙サイズとを指定
する情報のセットを抽出して音声出力すべきガイダンスを生成する生成手段と、
　前記生成手段が生成したガイダンスを音声出力する出力手段とを備える。

【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、装置の設定に係る音声ガイダンスの出力内容が適正化され、音声出力
時間を短縮することが可能となり、操作性のよいユーザインターフェースを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施形態について説明する。
【００１０】
　＜第１実施形態＞
　図１Ａは、第１実施形態にかかる情報処理装置の構成を説明するブロック図である。本
実施形態では、情報処理装置が複写機或いはＦＡＸ等の画像形成装置である場合について
説明する。
【００１１】
　画像形成装置１において、スキャナ部１１は、原稿画像を光学的に読み取って画像信号
を生成する。プリンタ部１２は、スキャナ部１１によって得られた画像信号をプリントす
る。スキャナ部１１とプリンタ部１２によって複写機能を実現するが、その構成に特に制
限はなく、スキャナ部１１とプリンタ部１２には周知の構成を適用できる。また、画像形
成装置１はファクス部１６を有し、ファクシミリ機能を実現する。ファクス部１６は操作
部１４を介して設定された送信先に対して、スキャナ部１１で読み込んだ原稿画像をファ
クシミリ送信する。また、ファクス部１６は外部のファクシミリ装置より受信したファク
シミリデータを復号し、プリンタ部１２により画像形成させる。
【００１２】
　制御部１３はＣＰＵやメモリを具備し、画像形成装置１の全体を制御する。操作部１４
は、ユーザによる画像形成装置１に対する各種設定を可能とするユーザインターフェース
を提供する。なお、操作部１４は、ディスプレイ１５を含みタッチパネルの機能も具備し
ている。また、音声出力部１０５は、スピーカを含み、各種設定のガイダンス情報（以下
、単にガイダンスという）を音声合成によりユーザに通知するのに用いられる。ガイダン
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ス保持部１０１には各種設定項目に対応したガイダンスが保持されており、制御部１３は
、操作部１４からの操作入力に応じて対応するガイダンスを選択し、音声出力部１０５に
より音声出力する。設定値保持部１０９は操作部１４からの各種設定操作に応じて確定さ
れた設定値を、設定項目に対応させて保持する。制御部１３は、設定値保持部１０９に保
持された設定値を参照して、スキャナ部１やプリンタ部１２を制御する。
【００１３】
　図１Ｂは、本実施形態の音声ガイダンス機能付ユーザインターフェースを実現する機能
構成を示すブロック図である。なお、図１Ｂに示される各種機能は、画像形成装置１の制
御部１３によって実現されるものとする。なお、これらの機能は、後述の説明から明らか
なように、ソフトウエアとハードウエアの協働により実現されるものである。
【００１４】
　ガイダンス保持部１０１はハードディスク或いはＲＯＭ等の記憶媒体により構成され、
設定項目毎に、複数の設定値それぞれに対応するガイダンスを保持する。原稿情報取得部
１０２は、処理対象の原稿情報を取得する。原稿情報は、例えば、スキャナ部１１に載置
された原稿のサイズ検出や、操作部１４からの操作入力によって取得される。ガイダンス
選択部１０４は、指定された設定項目や原稿情報に基づいて、ガイダンス保持部１０１に
保持されている１つ又は複数のガイダンスを選択する。設定値選択部１０６は、選択され
たガイダンスに対応する設定値の一つを選択する。選択された設定値に対応するガイダン
スはアクティブ状態のガイダンスとなる。ガイダンス変更部１０８はアクティブ状態のガ
イダンスに対して、原稿情報取得部１０２で取得された原稿情報に基づいて内容をより適
正化し、音声出力部１０５より当該ガイダンスを音声出力させる。設定値設定部１０７は
、設定値選択部１０６で選択され、ユーザ操作により確定された設定値を指定された設定
項目に対して設定し、設定値保持部１０９に保持させる。設定値保持部１０９には、設定
項目毎に確定した設定値が保持される。なお、機器情報取得部１２１は第２実施形態で用
いる構成であり、第１実施形態ではなくてもよい。したがって機器情報取得部１２１につ
いては第２実施形態で説明する。
【００１５】
　なお、上述した各機能ブロックの動作は、以下の図２のフローチャートを参照してなさ
れる説明により、より明瞭となる。
【００１６】
　図２は、第１実施形態の情報処理装置による処理手順を説明するための図である。
【００１７】
　ステップＳ２０１において、原稿情報取得部１０２は、処理対象となる原稿情報を取得
する。例えば、スキャナ部１１の原稿台に置かれた原稿を読み取ることで用紙サイズ等の
原稿情報を取得しても良いし、操作部１４が提供する音声ＵＩやＧＵＩを用いてユーザが
原稿情報を直接入力しても良い。原稿情報取得部１０２が取得する原稿情報は、例えば用
紙サイズ、白黒・カラーの種別、片面・両面の種別などである。
【００１８】
　次に、ステップＳ２０２で、ガイダンス選択部１０４は、操作部１４を介したユーザか
らの選択指示に応じて、これから設定値を設定するべき設定項目を決定する。例えば、ガ
イダンス選択部１０４は図３のようなグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を
ディスプレイ１５に提示し、ユーザに所望の設定項目を指定させる。例えば、ディスプレ
イ１５はタッチパネルで構成されており、ユーザは所望の設定項目の矩形に触れることで
設定項目を選択できる。もちろん、ユーザ音声の音声認識によって設定項目を決定するよ
うに音声ＵＩを用いても良い。図３では、タブ３０１（コピー機能）が指定され、また設
定項目ボタン３０２（倍率）が指定されたとして、以降の処理を説明する。
【００１９】
　ステップＳ２０３において、ガイダンス選択部１０４は、ステップＳ２０２で決定した
設定項目に対応するガイダンスをガイダンス保持部１０１から取り出す。ガイダンス保持
部１０１は、例えば図４に示されるように、各設定項目毎に設定値とガイダンスの組を保
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持する。図４では設定項目「倍率」に対応するガイダンス登録部分４０１が示されている
。なお、設定値「閉じる」は、設定項目「倍率」に設定される設定値ではなく、設定項目
「倍率」に関する処理を終了するために使う制御用のコマンドである。図４のガイダンス
は、例えば図５に示す設定倍率設定用のＧＵＩの画面に対応する。このようなＧＵＩ画面
はディスプレイ１５に表示される。
【００２０】
　ステップＳ２０４において、ガイダンス選択部１０４は、ステップＳ２０１で原稿情報
取得部１０２により取得された原稿情報に基づいて、ステップＳ２０３で取り出したガイ
ダンス（選択された設定項目に対応したガイダンス）の中から音声出力すべきガイダンス
を選択する。以下、一例として、ステップＳ２０１で原稿情報「用紙サイズ：Ａ４」が取
得された場合について説明する。
【００２１】
　図４に示されるガイダンスのうち、例えば「５０％、Ａ３からＡ５」は、「用紙サイズ
がＡ３の原稿をＡ５の用紙に出力するための倍率」であることを示している。これは原稿
情報の「用紙サイズ：Ａ４」とは合致しないので選択されない。すなわち、処理対象の原
稿がＡ４サイズであるため、「５０％、Ａ３からＡ５」は不要なガイダンスであり、選択
の対象から除外されることになる。一方、例えば、「８６％、Ａ３からＢ４、Ａ４または
レターからＢ５」のガイダンスは、（１）「用紙サイズがＡ３の原稿をＢ４の用紙に出力
するための倍率（Ａ３からＢ４）」、又は（２）「用紙サイズがＡ４の原稿をＢ５の用紙
に出力するための倍率（Ａ４からＢ５）」、又は（３）「用紙サイズがレターの原稿をＢ
５の用紙に出力するための倍率（レターからＢ５）」であることを示している。（２）の
解釈が、原稿情報「用紙サイズ：Ａ４」と合致するので、当該ガイダンス（８６％、Ａ３
からＢ４、Ａ４またはレターからＢ５）は選択されることになる。なお、全サイズに対応
する「等倍」や制御用のコマンドに対応するガイダンス「閉じる」は常に選択される。
【００２２】
　以上から、設定項目が「倍率」かつ原稿情報が「用紙サイズ：Ａ４」の場合には、「８
６％、Ａ３からＢ４、Ａ４またはレターからＢ５」「等倍」「１２２％、Ａ４またはレタ
ーからＢ４、Ａ５からＢ５」「１４１％、Ａ４またはレターからＡ３、Ｂ５からＢ４」「
閉じる」の５個のガイダンスが選択される。
【００２３】
　次に、ステップＳ２０５において、設定値選択部１０６は、ステップＳ２０４で選択し
たガイダンスのうちの先頭のガイダンスをアクティブ状態とする。ここでは「８６％、Ａ
３からＢ４、Ａ４またはレターからＢ５」のガイダンスをアクティブ状態とする。
【００２４】
　次に、ステップＳ２１４において、ガイダンス変更部１０８は、アクティブ状態にある
ガイダンスをステップＳ２０１で取得した原稿情報に基づいて変更する。変更方法の例と
しては、アクティブ状態のガイダンスから一部（原稿情報に合致する部分）を抽出し、変
更後のガイダンスを生成する。例えば、アクティブ状態のガイダンスが「８６％、Ａ３か
らＢ４、Ａ４またはレターからＢ５」であった場合、ステップＳ２０４と同様の解析を行
ない、原稿情報「用紙サイズ：Ａ４」に合致する「８６％、Ａ４からＢ５」を抽出し、変
更後のガイダンスとする。そして、ステップＳ２１５において、音声出力部１０５は、ス
テップＳ２１４で変更したガイダンスを、例えば音声合成を用いて音声出力する。なお、
ガイダンスを変更する必要がなければステップＳ２１４（ガイダンス変更部１０８）の処
理はスルーとなる。例えば、用紙サイズがＡ５の場合に、「２００％、Ａ５からＡ３」の
ガイダンスは変更する必要がないので、そのまま音声出力されることになる。
【００２５】
　ステップＳ２０６では、ユーザが操作部１４を介して行った設定値を選択するための操
作内容が入力される。本実施形態では、図１４に示されるような操作部１４のテンキーを
用いて設定値の選択を行う場合を説明する。例えば、ユーザは、テンキーの「４」と「６
」を用いてアクティブ状態のガイダンスを切り替え、音声出力されるガイダンスを確認す
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る。そして、所望の設定値に対応するガイダンスを確認すると「５」を押下することで設
定として決定される。
【００２６】
　テンキーの「５」が押された場合、設定選択部１０６は処理をステップＳ２０７からス
テップＳ２１０へ進める。ステップＳ２１０では、その時点でアクティブ状態にあるガイ
ダンスが制御コマンド「閉じる」に対応するか否かを判定する。「閉じる」に対応する場
合は本処理を終了し、そうでない場合はステップＳ２１１へ進む。ステップＳ２１１では
、設定値設定部１０７が、その時点でアクティブ状態にあるガイダンスに対応する設定値
を当該設定項目に設定し、設定値保持部１０９へ格納する。例えばガイダンス「１２２％
、Ａ４またはレターからＢ４、Ａ５からＢ５」がアクティブ状態にある場合には、設定値
設定部１０７は、設定値「１２２％」を設定項目「倍率」に対して設定する。
【００２７】
　また、テンキーの「４」が押された場合は、ステップＳ２０７、ステップＳ２０８を経
てステップＳ２１２へ処理が進む。ステップＳ２１２において、設定値選択部１０６は、
ステップＳ２０４で選択したガイダンスの中で、アクティブ状態にあるガイダンスの１つ
前のガイダンスを新たにアクティブ状態にする。図１２は、テンキー「４」が入力された
場合の、アクティブ状態にあるガイダンスの遷移を示す図である。例えばガイダンス「等
倍」がアクティブ状態になっている場合にテンキー「４」が押されると、ステップＳ２１
２において、設定値選択部１０６は「８６％、Ａ３からＢ４、Ａ４またはレターからＢ５
」のガイダンスを新たにアクティブ状態にする。また、それまでアクティブ状態であった
「等倍」については、そのアクティブ状態が解除される。
【００２８】
　さらに、テンキーの「６」が押された場合は、ステップＳ２０７，Ｓ２０８，Ｓ２０９
を経て、ステップＳ２１３へ進む。ステップＳ２１３において、設定値選択部１０６は、
ステップＳ２０４で選択したガイダンスの中で、アクティブ状態にあるガイダンスの次の
ガイダンスを新たにアクティブ状態にする。図１３は、テンキー「６」が入力された場合
の、アクティブ状態にあるガイダンスの遷移を示す図である。例えばガイダンス「等倍」
がアクティブ状態の場合、ガイダンス「１２２％、Ａ４またはレターからＢ４、Ａ５から
Ｂ５」を新たにアクティブ状態にする。また、このとき、それまでアクティブ状態であっ
た「等倍」については、そのアクティブ状態は解除される。
【００２９】
　なお、「４」「５」「６」の何れのキーも押されていなければ、処理をステップＳ２０
６へ戻す。
【００３０】
　ステップＳ２１１，Ｓ２１２，Ｓ２１３のいずれかの処理を終えると、上述したステッ
プＳ２１４、Ｓ２１５の処理が実行され、確定された或いは新たにアクティブ状態になっ
たガイダンスが音声により出力されることになる。
【００３１】
　以上説明したとおり、第１実施形態によれば、ステップＳ２０４において「音声出力さ
れるガイダンスの数を減らしている」こと、またステップＳ２１４において「音声出力さ
れるガイダンスの内容を短くしている」ことにより、これらのガイダンスを音声出力する
時間が短くなるという効果がある。
【００３２】
　＜第２実施形態＞
　第１実施形態では原稿情報に基づいてガイダンスの選択、ガイダンスの内容変更を行っ
たがこれに限られるものではない。第２実施形態では、機器情報に基づいて、ガイダンス
の選択、ガイダンスの内容変更を行う構成を説明する。
【００３３】
　第２実施形態の画像形成装置の構成は第１実施形態（図１Ａ、図１Ｂ）と同様である。
但し、図１Ｂにおいて機器情報取得部１２１が用いられ、原稿情報取得部１０２は省略し
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てもよい。また、図６は、第２実施形態による画像形成装置の処理手順を説明するフロー
チャートである。図６において、ステップＳ２０２、Ｓ２０３、Ｓ２０５～Ｓ２１３、Ｓ
２１５は第１実施形態（図２）と同じ処理である。
【００３４】
　ステップＳ６０１で、情報処理装置の機器情報を取得する。例えば、画像形成装置１の
各所に設けられたセンサーの値から機器情報を取得する。ここで取得する機器情報として
は、用紙の有無、トナーの残量、ステープラーの針の残量などが挙げられる。また、以下
では、ステップＳ２０２において、図３のユーザインターフェースを介して「用紙選択」
が設定項目として決定された場合について説明する。
【００３５】
　図７は、ガイダンス保持部１０１の設定項目「用紙選択」に対応するガイダンス登録部
分７０１を示す図である。図７のガイダンスは、例えば図８に示すＧＵＩの画面に対応す
る。ステップＳ２０３ではこのガイダンス登録部分７０１のガイダンスが取り出されるこ
とになる。そして、ステップＳ６０２では、ガイダンス選択部１０４は、ステップＳ２０
３で取り出したガイダンスの中から、ステップＳ６０１で取得した機器情報に基づいて音
声合成すべきガイダンスを選択する。
【００３６】
　例として、ステップＳ６０１において、「カセット２：用紙切れ」と「カセット３：用
紙切れ」が機器情報として取得された場合について説明する。また、本実施形態では、用
紙切れの設定値（カセット）に対応するガイダンスは選択しないことにする。そうすると
設定項目「用紙選択」に含まれるガイダンスのうち、機器情報が「カセット２：用紙切れ
」「カセット３：用紙切れ」である場合に選択されるガイダンスは、図７の「手差し」「
自動用紙選択」「Ａ４」「Ａ５Ｒ」「Ａ４」「閉じる」の６個となる。
【００３７】
　ステップＳ６０３では、アクティブ状態にあるガイダンスを機器情報に基づいて変更す
る。たとえば、倍率設定において、用紙カセットの検出結果からＡ５サイズが存在しない
場合に、「８１％、Ｂ４からＡ４またはレター、Ｂ５からＡ５」のガイダンスを、「８１
％、Ｂ４からＡ４またはレター」に変更される。
【００３８】
　以上のように第２実施形態によれば、機器情報に従って設定可能な設定値に応じたガイ
ダンスが選択され、音声合成出力の対象となる。このため、不要な音声ガイダンスを排除
でき、操作性が向上する。
【００３９】
　なお、第１実施形態の原稿情報に基づいたガイダンスの選択、変更と、第２実施形態の
機器情報に基づいたガイダンスの選択の両方を組み合わせた構成としてもよいことはいう
までもない。
【００４０】
　以上説明したように、上記実施形態では、設定値に対応したガイダンスの音声出力にお
いて、原稿情報や機器情報といった設定値の設定範囲（選択範囲）を制限する情報に従っ
て、設定可能な設定値に対応したガイダンスを音声出力の対象として選択する。さらに、
設定値に対応したガイダンスを解析し、上記制限する情報に従って、その内容を適正化（
設定できない部分のガイダンスを除外する）する。このように、「音声出力されるガイダ
ンスの数を減らす」とともに、「音声出力されるガイダンスの内容を短くする」ことによ
り、ガイダンスとしての適正を保ちながら、音声出力する時間を短縮するという効果を得
ている。
【００４１】
　＜第３実施形態＞
　上記第１及び第２実施形態ではこれから設定する設定項目についてのガイダンスを音声
合成出力する処理を説明した。第３実施形態では、既に設定された設定値をガイダンス音
声により通知する構成を説明する。
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【００４２】
　図９は第３実施形態による画像形成装置の処理手順を説明するフローチャートである。
図９において、ステップＳ２０１、Ｓ２１４、Ｓ２１５は第１実施形態（図２）と同様の
処理である。
【００４３】
　ステップＳ９０１では、設定値を読み上げるべき設定項目を決定する。ここでは設定項
目として「倍率」が決定されたものとする。ステップＳ９０２では、ステップＳ９０１で
決定した設定項目に設定されている設定値を設定値保持部１０９から取り出す。ここでは
「１２２％」が設定されていたとする。ステップＳ９０３では、ステップＳ９０２で取り
出した設定値に対応するガイダンスをガイダンス保持部１０１から取り出す。ここでは、
設定項目「倍率」に対応する設定値「１２２％」に対応するガイダンス「１２２％、Ａ４
またはレターからＢ４、Ａ５からＢ５」が取り出される（図４）。そして、ステップＳ２
１４において、原稿情報に応じたガイダンスの変更がなされ、ステップＳ２１５で変更後
のガイダンスが音声合成出力される。例えば、原稿情報として「用紙サイズ：Ａ４」が取
得されている場合には、「１２２％、Ａ４からＢ４」がガイダンスとして音声出力される
。
【００４４】
　第３実施形態によれば、設定値が設定済みの設定項目について適切なガイダンスを音声
出力させることができる。なお、上記では原稿情報を用いたが、機器情報を用いることも
できるし、原稿情報と機器情報を組み合わせて用いることもできる。
【００４５】
　＜第４実施形態＞
　第１～第３実施形態では、ステップＳ２１４の原稿情報及び／又は機器情報に基づいて
ガイダンスを変更する方法に関し、ガイダンスの一部を抽出する方法について説明したが
、これに限られるものではない。例えば、以下のようにガイダンスを変更してもよい。
【００４６】
　第１、第２実施形態では、ガイダンス保持部１０１は各設定値に一つのガイダンスを保
持したが、第４実施形態では設定値毎に複数のガイダンスを保持する。より具体的には、
設定値毎に複数のガイダンスを保持し、複数のガイダンスそれぞれには、そのガイダンス
を選択するための原稿情報、機器情報を合わせて保持しておく。そして、設定値と原稿情
報及び／又は機器情報に従って特定される一つのガイダンスを選択する。
【００４７】
　図１０に、設定項目「倍率」の設定値「８６％」に関する例を示す。この場合、原稿情
報が「用紙サイズ：Ａ４」ならばガイダンス「Ａ４からＢ５」を選択し、原稿情報が「用
紙サイズ：Ａ３」ならばガイダンス「Ａ３からＢ４」を選択する。このようなガイダンス
保持部１０１により、ステップＳ２１４で上述したようなガイダンスの解析、変形を行う
ことなく、適切なガイダンスを取得することができる。
【００４８】
　＜第５実施形態＞
　第１乃至第３実施形態では、ステップＳ２０４の原稿情報及び／又は機器情報に基づい
てガイダンスを選択する処理に関し、ガイダンス自身に含まれる情報を利用する方法（例
えば原稿情報のサイズに対してはガイダンスに含まれるサイズを用いる）について説明し
た。しかしながら、原稿情報及び／又は機器情報に基づくガイダンスの選択はこれに限ら
れるものではない。例えば、以下のようにガイダンスを選択してもよい。
【００４９】
　ガイダンス保持部１０１は、各設定値毎に、対応するガイダンスが選択される条件（原
稿情報または機器情報）を保持しておき、その条件に合致する原稿情報または機器情報を
取得した場合にその設定値を選択する。図１１は第５実施形態によるガイダンス保持部１
０１のデータ構成例を示す図である。図１１では、設定項目「倍率」と原稿情報の「用紙
サイズ」の組み合わせに関する例が示されている。この場合、ガイダンス「６１％、Ａ３
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からＢ５」は、倍率が６１％、原稿情報が「用紙サイズ：Ａ３」の時に選択される。
【００５０】
　第５実施形態のように構成すれば、ガイダンスを解析することなく、原稿情報及び／又
は機器情報に従ったガイダンスの選択が可能となる。すなわち、第４、第５実施形態によ
れば、原稿情報や機器情報のうち原稿情報取得部１０２や機器情報取得部１２１で取得さ
れ得る情報で各設定値のガイダンスをさらに分類しておくので、ガイダンスの内容を解析
せずに、原稿情報や機器情報に対応したガイダンスを速やかに取得できる。
【００５１】
　＜他の実施形態＞
　なお、第１実施形態では、ステップＳ２１５において、変更したガイダンスを音声合成
を用いて音声出力するが、各ガイダンスに対応する音声データを保持しておき、それを再
生してもよい。
【００５２】
　また、第２実施形態では、ステップＳ６０２において、カセット１とカセット５のガイ
ダンスが共に「Ａ４」のため、ガイダンス「Ａ４」を重複して選択するが、片方のみを選
択するようにしてもよい。すなわち、ガイダンスの内容が同一のものが既に音声出力する
ガイダンスとして選択されている場合には、そのガイダンスを選択しないようにしてもよ
い。
【００５３】
　また、上記実施形態では、原稿情報や機器情報の取得を、各処理の始めに行なうが、予
め原稿情報や機器情報を取得し保持しておき、その情報を用いてもよい。例えば、音声Ｕ
Ｉを開始すると、まず原稿台に置かれた原稿を読み込み原稿情報を取得し保存する。以降
、原稿情報が必要になった場合はこの保持した原稿情報を用いる。
【００５４】
　また、上記実施形態では、用紙サイズによる倍率に関するガイダンス適正化を行ったが
これに限られるものではない。例えば、原稿が「両面」であるか「片面」であるかに応じ
て両面印刷機能に関するガイダンスを適正化することが挙げられる。この場合、例えば図
１５に示すように、設定項目「両面」に関して設定項目「両面」と原稿情報の「両面／片
面」の組み合わせに対するガイダンスを登録しておく。なお、図１５のガイダンスは例え
ば図１６に示される両面設定用のＧＵＩ画面に対応する。
【００５５】
　図２のステップＳ２０２において、設定項目「両面」が選ばれた場合、ステップＳ２０
３において「片面から両面」、「両面から片面」、「両面から両面」、「ページ連写両面
」、「綴じる」のガイダンスが取り出されることになる。そして、これらのガイダンスを
用いてステップＳ２０５以降の処理が行われることになる。
【００５６】
　なお、本発明の目的は、前述した実施例の機能を実現するソフトウェアのプログラムコ
ードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置
のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読
み出し実行することによっても達成されることは言うまでもない。
【００５７】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成するこ
とになる。
【００５８】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，磁気テープ
，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭなどを用いることができる。
【００５９】
　また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
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タ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）などが実際の処理の一部または全
部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは
言うまでもない。
【００６０】
　さらに、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後
、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わ
るＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態
の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１Ａ】第１実施形態にかかる情報処理装置の構成を説明するブロック図である。
【図１Ｂ】第１実施形態の音声ガイダンス機能付ユーザインターフェースを実現する機能
構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態にかかる処理手順を説明するフローチャートである。
【図３】第１実施形態における設定項目選択のためのＧＵＩの例を示す図である。
【図４】ガイダンス保持部１０１の倍率設定に係るデータ例を示す図である。
【図５】倍率設定に係るＧＵＩの例を示す図である。
【図６】第２実施形態による処理手順を説明するフローチャートである。
【図７】ガイダンス保持部１０１の用紙選択に係るデータ例を示す図である。
【図８】用紙選択に係るＧＵＩの例を示す図である。
【図９】第３実施形態よる処理手順を説明するフローチャートである。
【図１０】第４実施形態によるガイダンス保持部１０１のデータ例を示す図である。
【図１１】第４実施形態によるガイダンス保持部１０１のデータ例を示す図である。
【図１２】第１実施形態におけるガイダンスの遷移を説明する図である。
【図１３】第１実施形態におけるガイダンスの遷移を説明する図である。
【図１４】テンキーによる操作を説明する図である。
【図１５】他の実施形態によるガイダンス保持部のデータ例を示す図である。
【図１６】両面設定に係るＧＵＩの例を示す図である。
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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